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（参考様式３）参考図面（社会資本整備総合交付金）

計画の名称 第二期旧東海道品川宿地区における良好な街なみの形成

計画の期間 平成29年度　～　令和3年度　（5年間） 品川区交付対象





街なみ環境整備方針説明書

都道府県名 東京都 区市町村名 品川区 区域名 旧東海道品川宿地区

区

域

現

況

区域の概況 ・当地区は、旧東海道の宿場町として形成された地区が中心である。
・江戸時代に栄えたかつての街並みは戦災により焼失してしまったが、
地元ではかつての街道の歴史を継承する街並みづくりが進められてい
る。 
・平成２２年度に「品川区景観計画の重点地区」に位置付けられ、当該
地区独自の景観形成基準が定められている。 

道路の現況 ・旧東海道（区道）は幅員約７ｍ程度で江戸時代からの街道の道幅が残
されており、北から南への一方通行により歩行者の安全性の確保が図ら
れている。 
・旧東海道および北馬場参道通りは石畳舗装が行われ、目黒川以北では
電線類の地中化も行われている。 

公園等の現況 ・地区内には八ツ山公園、聖跡公園、品海公園、北品川公園、その他児
童遊園などが整備されている。 

地区住民のまちづく

り活動の概況

・昭和６３年に発足した「旧東海道品川宿周辺まちづくり協議会」が中
心となって地区のまちづくりに取り組んでいる。平成 7年にまちづくり
活動の指針となる「東海道品川宿周辺まちづくり計画書」を区と協働で
作成し、お休み処整備、石畳舗装、ファサード修景などを進めている。
・南品川３丁目地区では、町会住民が中心となって街並みづくりの検討を
行い、区も支援して平成１９年に街並み誘導型の地区計画を決定した。 
・平成２２年度に「品川区景観計画」の重点地区として位置づけ、地元と
協働で景観アドバイザー制度による建築物の景観誘導を実施している。 

区

域

の

整

備

に

関

す

る

基

本

方

針

整備の目標 ・旧東海道品川宿の歴史を継承する街並みの形成と、品川を代表する都
市型観光の拠点づくりを進める。 

整備の時期 平成２４年度～令和３年度（１０カ年） 

地区施設

等の整備

に関する

基本方針

通路等 ・旧東海道（区道）や北馬場通り（区道）及び旧東海道につながる脇道
や路地などについて、別事業にて石畳舗装等を整備済み。 

小公園等 ・地区内の公園等を、旧東海道の宿場町の街並みに調和する修景を実施
済み。 

その他 ・地区内に設置してある案内板や標識等を、街並みに調和したデザイン
のものに整備済み。 

住宅等の

整備に関

する基本

方針

住宅 ・住宅や店舗等のファサードの修景や庇の設置により、品川宿の歴史を
継承する街並みを形成する。※景観計画の景観形成基準に基づく形態意
匠の誘導をおこなう。 

敷地 ・旧東海道に面する駐車場のファサード、外構部分の修景を行う。 

その他 ・伝統色や和風のデザインによる「のれん」の設置、シャッターのデザ
インなどを行う。 

その他の事項 ・平成１８年度：地域連携型モデル商店街整備事業の実施（東京都補助）
・平成２１年度 
～２５年度：まちづくり交付金による石畳舗装等の実施（国補助） 

・平成２２年度：景観法に基づく景観計画の策定 
※旧東海道周辺地区を重点地区に指定し、景観形成を推進 





平成24年度～令和3年度（10年間）




